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第１回関市国民健康保険運営協議会議事録  

 

                        期日 平成２９年６月１３日 

場所 市役所 ６－５・６会議室 

 

（市民憲章唱和） 

 

１．開 会 

国保年金課長が、過半数の委員の出席により本会議成立を報告し、午後１時３０分 

  開会する。 

 

２．委嘱状の交付 

   

３．市民環境部長あいさつ  

 

４．委員自己紹介 

 

５．会長及び職務代理者選出 

   出席委員全員の選挙により会長は太田 正志委員、職務代理者は青木 繁子委員が 

  選出された。 

   

６．会長あいさつ 

 

７．議事録署名 

議事録署名者の（会長）指名 

議長より２名の委員を指名 

 

 

８．議 題 

   規定により太田会長が議長となり、進行する。 

 

太田議長    議題第１号 関市国民健康保険運営協議会について説明をお願いします。 

 

事務局     提出資料 P1 から P3 に基づき説明する。 
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太田議長    ただいまの報告内容等について質疑・意見はありませんか。 

        質疑及び意見がないようですので、議題第１号についてこれで終わりま

す。 

 

太田議長    議題第２号 国民健康保険の概要と平成 29年度主な関市国民健康保険事

業について説明をお願いします。 

 

事務局     提出資料 P4 から P5 に基づき説明する。 

          提出資料 P5 及び別添の資料に基づき、平成 30 年度からの国保制度改革

の概要及び今後のスケジュールについて説明する。               

        提出資料 P6 に基づき説明する。 

 

太田議長    ただいまの報告内容等について質疑・意見はありませんか。 

 

委員      関市は「国民健康保険税」であるが、今後、「税」か「料」の統一をして 

いく予定はありますか。 

  医療費の支払いについてお尋ねします。今後、医療費は市が支払いを行っ

ていくのか、県が支払いをするのか、どちらですか。 

 

事務局     県内自治体による「税」と「料」の統一の予定は現在のところありません。 

    医療費の支払いの仕組みは現在と変わらない予定です。 

    医療費の支払いは、まだ決定していませんが、市から国民健康保険連合会

に支払うことになるかもしれません。 

 

委員      今回の制度改革において、市民の負担が多くならなければ良いと思いま 

すが、今後、負担増になるのかどうなるでしょうか。 

 負担が増えないようにするためには、医療費を削減していく必要がある 

と思い、医療機関に受診しない食生活の見直しが重要であると思います。 

 

事務局     関市の被保険者の医療費に対して税負担をお願いしています。医療費の 

総枠が大きくなれば、税負担は増えることになり、逆に医療費の総枠が小さ 

くなれば、税負担は減少していくことになりますので、医療費が増えないよ 

う努力をしていく必要があります。 

    

委員      被用者保険も、それまで交付されていた財源が、国民健康保険の財源に移 

行されたために、負担が増えている現状でありので、やはり、医療費の抑制 
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が不可欠であると思います。 

医療費抑制についても運営協議会で議題としていただきたい。 

 

太田議長    他に質疑及び意見がないようですので、議題第２号についてこれで終わ 

ります。 

 

太田議長    議題第３号 平成 28年度関市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予

算（専決）について説明をお願いします。 

 

事務局     提出資料 P9 に基づき説明する。  

 

太田議長    ただいまの説明及び内容等について質疑・意見はありませんか。 

     質疑及び意見がないようですので、議題第３号についてこれで終わりま 

す。 

 

太田議長    議題第４号 平成 29年度関市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予

算について説明をお願いします。 

 

事務局     提出資料 P10 に基づき説明する。 

 

太田議長    ただいまの説明及び内容等について質疑・意見はありませんか。 

        質疑及び意見がないようですので、議題第４号についてこれで終わりま 

す。 

  

太田議長    議題第 5号 平成 29年度関市国民健康保険特別会計（直診勘定）補正予

算について説明をお願いします。 

 

事務局     提出資料 P11 に基づき説明する。 

 

太田議長    ただいまの説明及び内容等について質疑・意見はありませんか。 

        質疑及び意見がないようですので、議題第 5 号についてこれで終わりま 

す。 

   

太田議長    提案事項及び連絡事項いずれもないようですので、以上をもって、本日の 

       予定された全ての議題の説明及び報告が終わりました。よって、議長を退任 

します。 



~ 4 ~ 
 

事務局    次回は８月下旬頃、第２回運営協議会を開催させていただく予定です。 

 

 

９．閉 会 

国保年金課長より議長及び委員に対しお礼を述べ、午後３時００分 閉会する。 

 


